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1.はじめに 

 クリーニング店跡地に対して、土壌汚染調査を行ったところ土壌汚染対策法に規定される第一種特定有害

物質(揮発性有機化合物)による汚染の可能性が確認された。土壌汚染の有無を確認するためボーリング調査を

行ったところ土壌汚染及び地下水汚染が確認された。第一種特定有害物質の基本性質として挙げられるもの

は次の通りである。粘性が低い、分解されにくい、水に溶けにくい(非水溶性液体:Napl)である。ベンゼン以外

の第一種特定有害物質のように水より密度の大きいものは Dnapl(Dense Non-aqueous Phase Liquid)と呼ばれて

いる。拡散の模式図については図-1 に示す。今回は水より密度の大きい Dnapl の水平方向の拡散と微生物分解

による分解生成物質について確認したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.調査状況  

 調査対象地の土地の利用履歴を確認すると、昭和 53 年以前は建物が建設された履歴は確認されておらず農

用地として使用されていた可能性がある。その後昭和 54 年～平成 30 年頃までクリーニング店舗兼自宅とし

て利用されており、それからクリーニング店舗を廃止してからは更地である。この土地の利用履歴よりクリー

ニング店舗以外この敷地に建物が建設されていないことから、クリーニング店舗として利用されていたころに

土壌が汚染された可能性は否定できない。そこで土壌ガス調査を行ったところ、敷地の一部で土壌及び地下水

に土壌汚染対策法に規定される第一種特定有害物質シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリ

クロロエチレンの基準超過が確認された。土壌ガス調査を行った地点の一つにおいてテトラクロロエチレンの

基準値を大きく上回る数字が検出された。いつごろから土壌に汚染が浸透し始めたか正確な年数は判断できな

いが、操業年数から想定して 40 年程度経過しているとみられる。 

 昔のクリーニング店舗で使用されていた可能性があるテトラクロロエチレン(別名：パークロロエチレン)は

土壌中の微生物によってまずトリクロロエチレン、次にシス-1,2-ジクロロエチレン分解されその後さらに分解 
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図-2 テトラクロロエチレンの微生物分解経路 
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図-1 Dnapl による地下水汚染の拡散状況 模式図 
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が進むことでクロロエチ

レンに変化する。テトラ

クロロエチレンの微生物

分解の経路については図-

2 に示す。 

 ボーリング調査を行っ

て土壌汚染を確認したと

ころ図-3 のような結果と

なった。A1-⑥の地点にお

いて GL.-2.0ｍまでテトラ

クロロエチレンが第二溶

出量基準を超過している

が 3.0ｍ以深では基準不適

合が確認されていない。

次に GL.-3.0ｍ以深におい 

てテトラクロロエチレンは基準適合であり、GL.-3.0ｍ～5.0ｍまでクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレ

ンが基準不適合であり、クロロエチレンに関しては GL.-3.0ｍで第二溶出量基準も不適合である。また、A1-③

-1.0ｍ地点では GL.-3.0ｍのみ基準不適合が確認されている。A1-③-2.0ｍ地点より北側の地点はすべての項目

で基準適合である。 

 地下水については A1-⑥の地点でクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びテトラクロロエチレンが

基準不適合である。地下水の流向の関係性もあり A1-③-5.0ｍ地点において地下水の分析を行ったところすべ

ての項目で基準適合である。 

3.調査考察 

A1-③-2.0ｍ地点は特定有害物質を取扱っている作業場(汚染

の恐れが比較的多い区画)より上流側にあるにも関わらず汚染

が確認されていることから、汚染の恐れが比較的多い区画から

拡散しており地下水面に接触したのちに地下水流向に沿って

拡散していると考えられる。 

A1-⑥地点はでは GL.-2.0ｍまでテトラクロロエチレンが第

二溶出量基準不適合であり非常に高い濃度を示しているが

GL.-3.0ｍ以深は基準適合となっている、これは GL.-2.0ｍ～3.0

ｍで微生物による分解が活発に行われているのではないかと

考えられる。その結果として GL.-3.0ｍにおいてクロロエチレ 

ンが第二溶出量基準不適合となっておりその以深でもテトラクロロエチレンの分解生成物質の項目のみが基

準不適合である。 

また地下水に関してテトラクロロエチレンが最も高い濃度を示しているが同時にクロロエチレン、シス-1,2-

ジクロロエチレンの基準不適合も確認されていることから地下水面の直下が微生物による分解が活発に行わ

れているのではないかと考えられる。 

4.まとめ 

 今回の調査により第一種特定有害物質の分解生成物質は地下水面付近において活発に生成されることが確

認することできた。この活発に分解生成物質が作られることが地下水に関係するものなのか深度に関係する

ものかを検証する必要がある。 
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図-3 土壌汚染調査結果 

汚染の恐れが 
比較的多い区画 

汚染の恐れが
少ない区画 

A1-③-1.0ｍ地点 A1-⑥地点 

図-4 汚染の拡散想定図 
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